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１ 調査の目的 

  須賀川市（以下「市」という。）では、用途の廃止によって生じた普通財産の土地又

は建物及びその建物等に付随する従物について、公民連携や民間事業者による利活用

を推進しています。 

  今回の調査対象となる、旧須賀川市立仁井田幼稚園及び旧須賀川市立長沼幼稚園（以

下「対象施設」という。）は、開園以来、多くのこども達に利用されてきましたが、認

定こども園の整備や民設民営による保育施設が市内に開設したことに伴い、閉園とな

りました。 

  そこで、市では、民間事業者との「対話（サウンディング）」を通じて、対象施設に

係る土地及び建物の利活用（「売却」、「期間を定めた貸付」等を含む。）の様々なアイ

デア、民間事業者の参入意欲や事業の可能性、実現に向け解決すべき事項を把握する

ために、昨年度に引き続きサウンディング型市場調査を実施します。 
 

 

実施要領の公表     ：令和６年７月２６日（金） 

参加申込受付期間    ：令和６年７月２６日（金）から ９月３０日（月）まで 

サウンディングの実施期間：令和６年８月 １日（木）から１０月２１日（月）まで 

 

 

２ 対象施設の概要 

（１）旧須賀川市立仁井田幼稚園 

ア 土地に関する情報 

所 在 地 
須賀川市仁井田字舘内１９２番２、２００番、２０１番１、２０２番、２０３番３ 

          法定外公共物（上記２０１番１以外に囲まれた土地） 

地積（公簿） 

合計 3,415㎡ 

※一部道路敷分を含む（利活用前に分筆予定）。 

※法定外公共物分を除く。 

接 道 敷地東側：市道５３６６号線 

法 令 の 制 限 
都市計画区域 市街化調整区域 用 途 地 域 ― 

建 ぺ い 率 ６０％ 容 積 率 ２００％ 

ライフライン 
電 気 可 ガ ス プロパンガス 

上 水 道 有 下 水 道 無（単独浄化槽） 

防 災 
土砂災害警戒区域外、浸水想定区域外、 

宅地造成等工事規制区域 

そ の 他 事 項 工作物、樹木など一切の動産等を含む。 

 

 

 

 

～ 【令和６年度実施】第１回調査期間 ～ 
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イ 建物に関する情報 

建 築 年 平成元年 以 前 の 用 途 幼稚園 

面 積 
407.65㎡ 

※倉庫分を含む。 
構 造 鉄筋コンクリート造 

階 数 地上１階 耐 震 性 新耐震基準 

用 途 原則、社会福祉法第２条に規定する社会福祉事業に供するもの 

主 な 諸 室 保育室２室、遊戯室、職員室、更衣室 ほか 

付 帯 設 備 給湯器、冷暖房機など一切の動産等を含む。 

そ の 他 事 項 基礎杭なし 

 

（２）旧須賀川市立長沼幼稚園 

ア 土地に関する情報 

所 在 地 須賀川市長沼字殿町９番 

地積（公簿） 3,199㎡ 

接 道 

敷地北側：市道Ⅰ－３３号線 

敷地西側：市道８７４１号線 

敷地南側：市道８７３０号線 

法 令 の 制 限 
都市計画区域 都市計画区域外 用 途 地 域 ― 

建 ぺ い 率 ― 容 積 率 ― 

ライフライン 
電 気 可 ガ ス プロパンガス 

上 水 道 有 下 水 道 有（農業集落排水設備） 

防 災 
土砂災害警戒区域外、浸水想定区域外、 

宅地造成等工事規制区域、特定都市河川流域 

そ の 他 事 項 工作物、樹木など一切の動産等を含む。 

イ 建物に関する情報 

建 築 年 
平成３年 

（平成９年増築） 
以 前 の 用 途 幼稚園 

面 積 679.98㎡ 構 造 鉄骨造 

階 数 地上１階 耐 震 性 新耐震基準 

主 な 諸 室 保育室４室、遊戯室、職員室、更衣室 ほか 

付 帯 設 備 給湯器、冷暖房機など一切の動産等を含む。 

そ の 他 事 項 基礎杭なし 

 

（３）土地及び建物利活用時の譲渡額等の考え方 

  ア 売却の場合 

    不動産鑑定評価額を基に譲渡額を算出予定 

  イ 貸付の場合 

    法律や条例、市において貸付している他物件等を基に貸付額を算出予定 
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３ サウンディングの内容 

  対象施設は長年、地域住民に親しまれた児童福祉施設等であったことから、地域へ

の貢献度や地域との協働による利活用等、地域活性化に寄与する内容で施設ごとに提

案してください。 

  また、提案内容については、下記の項目を含めたものとし、都市計画法（昭和４３

年法律第１００号）や建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）等を遵守したものと

してください。 

（１）サウンディングへの参加理由 

（２）対象施設の利活用範囲及び方法【施設の全部・一部】【購入・賃貸】 

（３）事業内容【実施主体・体制、施設整備、運営手法】 

（４）事業実施条件【想定している事業スケジュール、事業期間、営業時間、投資額、管

理運営費、希望購入（賃貸）額など】 

（５）周辺地域との連携、地域貢献の考え方、取組にあたっての課題 

（６）その他、事業全般に関する意見等 

 

 

４ サウンディングの対象 

対象施設の利活用に係る事業の実施主体となる意向を有する個人、法人、その他の

団体又はそのグループとします。※市内、市外は問いません。 

ただし、下記のいずれかに該当する場合を除きます。 

（１）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）の規定により更生手続開始の申立てを

している場合。 

（２）民事再生法（平成１１年法律第２２５号）の規定により再生手続開始の申立てを

している場合。 

（３）須賀川市暴力団排除条例（平成２４年９月２７日条例第２９号）第２条第２号に

規定する暴力団員又は同条第３号に規定する暴力団密接関係者に該当すると認めら

れる場合。 

（４）国税、県税、市税等に滞納がある場合。 

（５）上記（１）～（４）に掲げる場合のほか、法令違反など社会的信用を損なう行為等

により、相応しくない事由があると市長が認める場合。 

   

 ※旧須賀川市立長沼幼稚園については、民間事業者による利活用だけではなく、市が

実施主体となる利活用も対象とするため、誰でも提案可能です。 

ただし、提案内容については、市民との協働による持続的な地域づくりに寄与する

事業に限ります。 
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５ スケジュール 

№ 項  目 時  期 

１ 実施要領の公表 令和７年 ７月 １日（火） 

２ 
現地見学会・サウンディングの参加申込受付期間 令和７年 ７月 ２日（水）から 

※随時、現地見学会を開催 ９月３０日（火）正午まで 

３ サウンディングの実施期間 
令和７年 ９月 １日（月）から 

１０月１０日（金）まで 

４ 実施結果概要の公表 令和７年１１月下旬（予定） 

 

 

６ サウンディングの手続 

（１）現地見学会の開催 

   対象施設の状況を把握していただくため、サウンディングへの参加を希望する方

へ現地見学会を随時開催します。 

   参加を希望される場合は、申込受付期間内に必要書類を御提出ください。 

   なお、現地見学会への参加は、サウンディングに参加するための必須条件ではあ

りません。 

 

  ア 申込受付期間 

    令和７年７月２日（水）から９月３０日（火）正午まで ※必着 

  イ 提出書類 

    現地見学会 参加申込書（様式１） 

  ウ 提出先・方法 

    「８ 申込先・問い合わせ先」に持参、郵送又はメールで提出 

  エ その他 

    開催日時等は、「現地見学会 参加申込書（様式１）」に記載いただいた担当者

様宛てに別途御連絡します。 

希望日時に添えない場合もありますので、予め御了承ください。 

 

（２）サウンディングの参加申込み 

   サウンディングの参加を希望される場合は、申込受付期間内に必要書類を御提出

ください。 

   なお、提出された書類の内容が、調査目的から逸脱していると考えられる場合は、

サウンディングを実施しない場合があります。 

 

  ア 申込受付期間 

    令和７年７月２日（水）から９月３０日（火）正午まで ※必着 

  イ 提出書類 

    サウンディング 参加申込書（様式２） 

    提案書（様式３） 
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    その他関係資料 ※任意 

  ウ 提出先・方法 

    「８ 申込先・問い合わせ先」に持参、郵送又はメールで提出 

 

（３）サウンディングの実施 

   実施日時等は、「サウンディング 参加申込書（様式２）」に記載いただいた担当

者様宛てに別途御連絡します。 

希望日時に添えない場合もありますので、予め御了承ください。 

 

  ア 実施期間 

    令和７年９月１日（月）から１０月１０日（金）まで 

     午前９時から午後５時（終了）まで 

  イ 所要時間 

    ３０分から１時間程度 

  ウ 実施場所 

    須賀川市役所本庁舎（須賀川市八幡町１３５番地） 

  エ その他 

    サウンディングは、参加者のアイデア及びノウハウの保護のため個別に行いま

す。 

 

（４）サウンディング結果の公表 

   サウンディングの実施結果の概要を公表する予定です。 

   なお、参加者名は公表しません。 

   また、公表にあたっては、事前に参加者へ公表内容を確認します。 

 

 

７ 留意事項等 

（１）調査内容等の取扱い 

  ア 調査（個別対話）内容は、双方の発言とも、あくまで調査時点での想定のもの

とし、何ら約束するものではないことを御理解ください。 

  イ 調査（個別対話）をもとに、公民連携による利活用や事業化の可能性について

検討を行いますが、仮に事業化する場合には、別途、公募により事業者を選定す

るものであり、御提案いただいた方と契約するものではありません。 

  ウ サウンディング型市場調査への参加実績は、事業公募時における評価の対象と

はなりません。また、事業公募後に必要となる法的手続を緩和・省略するもので

はありません。 

  エ 提出された資料等は返却しません。 

（２）費用負担 

   サウンディングの参加に要する一切の費用は、全て参加者の負担となります。 
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（３）市からの提示資料等の取扱い 

   市が参加者へ提示又は提供する資料等は、参加に係る検討以外の目的で使用する

ことはできません。 

   また、参加者は、参加にあたって知り得た情報を市の許可なく第三者に伝えるこ

とを禁止します。 

 

 

８ 申込先・問い合わせ先 

  〒９６１－８６０１ 

   福島県須賀川市八幡町１３５番地 

   須賀川市教育委員会事務局 こども課企画管理係 

   ТＥＬ：０２４８－８８－９１６９ 

   ＦＡＸ：０２４８－９４－４５６１ 

   ＭＡＩＬ：kodomo@city.sukagawa.fukushima.jp 
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１ 旧須賀川市立仁井田幼稚園 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【対象施設の位置図、平面図及び外観】 
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２ 旧須賀川市立長沼幼稚園 

 

 

 


